
八幡浜市シルバー人材センターと協定を結びました！

空 家 等 の 適 正 管 理 に 関 し て
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空家等の所有者等 

契 約 

協 定 

空家等の 
適正管理の実施 

適正管理

に関する 

相 談 

シルバー人材 
センターの 

紹 介 

【契約業務内容】 

・空家等の現状確認 

・草刈り、除草及び清掃 

・樹木の伐採、剪定 

・空家等の軽微な修繕 

・空家等の通風、換気 

・その他一般管理 

【主なご利用料金】 
 
技術を必要とする仕事 ・・・ １，１００円 
（庭木の剪定・草刈り・大工仕事等） 
 
一般的な仕事       ・・・   ８８０円 
（草引き・清掃・空家等の通風、換気等） 
 
 上記は、作業員一人あたりの時間単価です。 

 この他、材料代等が必要な場合があります。 

公益社団法人 
八幡浜市シルバー人材センター  
〒796-0202  

八幡浜市保内町宮内1-260 
TEL・FAX：0894-36-3751  
E-mail：zinzaisenta-12@vesta.ocn.ne.jp 

八幡浜市産業建設部建設課 

都市デザイン室 空き家対策係  
〒796-0202  

八幡浜市保内町宮内1-260 

ＴＥＬ：0894-22-3111（2219） 
ＦＡＸ：0894-37-2646 
E-mail：kensetu@city.yawatahama.ehime.jp 

【目的】 

管理不全な空家等の発生を予防・抑制し、良好な

生活環境を保全するとともに、安全・安心なまちづ

くりの推進に努めること、かつ、高齢者の地域社

会での活動・貢献の場、就労機会の増大を図るこ

とを目的としています。 
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